
蝉灘
鰐
叢

.

恐
㎜

…叢

職
.後

に
於
け
る
濁

逸

の
財

産

税

な
論

ず

・

利
潤
配
分
實
施
上
の
諸
問
題
…

需
要
曲
線
供
給
曲
線
及
び
債
格
曲
線

・

戦
後
濁
逸

の
祉
會
主
義
運
動

・

時

仏
酬

税
制
整

理

の
士
⊥要
問

題

に

就

き

て

・

説

苑

蕾
岩
國
藩

の

製
紙

原

料
保
護
政

策

・

我
国
在
來

の
商
業
帳
簿

・
・

所

得

と

労

賃

・

雑

{殊

ピ
Φ×
冨

の
公

共

輻

阯

観

・
・

最

近
我

國

・於

・る地

方

費

・組

成

・増

加

國

際

勢

働

立

法

・
:

:

■
注
學
博
士

●
法
學
博
士

.
注
學
博
士

:

法
學
博
士

河 河 田 小

田上暢

嗣 銀 太

郎 肇 治 郎

・
法
學
博
士

神

戸

正

雄

.
経
済

學
上

.
。
注

學

士

.

.
纏
濟
學
士

・
注
學
博
士

●
・
経
済
學
士

.

.
注
學
博
士

堀 大 吉

森 川

経 研 元

夫 造 光

財

部

静

治

小

山

田

小

七

河

田

嗣

郎

.

.拙一



ご

紐
癬

論

叢

第
十
二
巻

」
第
五
號

(通
巻
第
七
±

讐

大
正
十
年
五
月
獲
行

訊
前帝

叢

暗

戦
後
に
於
け
ろ
猫
「洗
いの
財
産
給
Wを
論

ず

(戦
時
戦
後

に
於
け
る
凋
逸
直
接
税
の
獲
達
を
論
ず

二
)

小

川

郷
.
太

郎

、

余
寒
前
號
に
於
て
戦
時
及
び
戦
後
に
起
さ
れ
た
る
凋
逸
直
接
税
の
中
で
戦
時
利
得
税

ε
戦
時
財
産
増
便
椀
ε
を

敢
て
之
を
論
じ
た
、
そ
は
共

に
戦
時
挽
で
又
共

に
財
産
視
で
あ
る

(戦
時
利
得
税
の
中
に
は
所
得
税
系
統

の
も
の

も
あ

っ
π
が
姑
く
そ
れ
を
措
く
ε
)
。
余
は
本
読

に
於

て
勝
調
帯
國
緊
急
犠
牲
己
相
続
挽
ご
を
論
じ
た

い
ご
思
ふ
。

帝
国
緊
急
犠
牲
は
臨
時
税
で
相
続
税
は
恒
久
視

で
あ
る
が
、
両
者
は
共

に
財
産
税
で
戦
後
に
起
さ
れ
若
く
は
改
正

せ
ら
れ
陀
も
の
で
あ
る
。
故

に
本
號
論
ず

る
所

は
戦
後
財
産
税
の
研
究

ε
見
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

論

叢

、戦
後
に
於
け
る
濁
逸
の
財
産
税
な
論
ず

第
†
二
巻

(第
五
號

ご

夫
五
九

一 一「一



ボ

論

叢

戦
後

に
於
け
る
蜀
逸
の
財
産
娩
た
論
ず

第

睡
、
帝
国

緊

急
犠

牲

儀
囮
十
二
巻

(第
五
號

二
)

山
八
六
〇

藪

に
帝

國
緊

急
犠
牲

蓬
云

ふ
は
税

法
の
名

禰

た
る

O
のし。無
N
爵冨
「
α
聖

閃
。
凶n
ヨ
b
o
け。
℃
融
「
を

敢
て
之

に
名
け

だ
も

　

　

む

む

　

　

む

　

む

む

む

　

む

の
で
あ
る
。
視
の
本
質
は
非
常
財
産
税
で
あ
る
、
而
も
之
を
名
け
て
緊
急
犠
牲

ざ
い
ふ
所
以
は
外
で
も
な
い
、
帝

國
の
危
急
に
際

し
各
人
は
其
財
産
を
犠
牲
に
供
す

べ
き
で
あ
る
ε
」い
ふ
考
を
言
ひ
表
は
し
だ
も
の
で
あ
る
、
畢
竟

國
民
の
犠
牲
的
精
神
に
訴
て
重
き
財
産
税
を
課

し
、
兼

て
財
産
没
牧
の
批
難
を
避
け
ん
ざ
し
だ
も
の
で
め
る
。

此
の
如

き
名
を
以
て
此
の
如
き
撹
を
起
さ
ん
蓬
す

る
議
は
既
に
戦
侍
中
に
於
て
學
者
の
唱
導
す

る
所

ご

な

つ

セ
。
、
其
理
由
は
二
に
締
す

る
、
其

一
は
戦
時

に
於
け
る
聯
帯
責
任
で
あ
る
、
戦
塒
に
於
て
帝
国
は
危
急
存
亡
に
瀕

し
た
、
各
人
は
生
命
を
す
ら
犠
牲
に
し
π
、
親

は
子
.を
失
ひ
子
は
父
を
失
ふ
た
、
此
時

に
際
し
財
産
を
持
て
る
る

者

が
帝
國
の
爲
に
之
を
提
供
す
る
は
帝
国
ご
聯
帯
責
任
を
有
す

る
所
以
で
あ
る
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。
其
二
は
戦
時

公
債
の
償
却
で
あ
る
、
戦
時
公
債
は
累
積
し
て
己
ま
な
か
っ
た
、
冥
利
彿
丈
け
で
金

額
の
経
費
を
要
す

る
に
至

っ
た
、
此
公
債
費
を
減
す

る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
他
の
国
家
政
務

に
力
を
入
れ
る
飴
裕
が
な
い
、
而
し
て
短
日
月
に
公

債
を
減
す

る
は
個
人
財
産
を
國
家
の
手
に
牧
む

る
よ
b
外
に
方
法
が
な

い
ざ
い
ふ
の
で
め
る
。

死
者
は
識
者
の
信
念
ε
な
b
戦
後
に
至

っ
て
も
相
當
の
勢
力
を
持
て
る
定
が
、
終
に
そ
れ
が
實
現
せ
ら
れ
て
帝

国
緊
急
蟻
性
法
の
立
案

ε
な

っ
た
。
該
法
案
の
理
由
書
の
中

に
な
明
に
此
考
が
現
は
れ
て
る
る
。
只
戦
争
が
終
熄

1)J.Jastτow.GutandBIしltfursvaterbnd(Vermbgensopfer-steuerf士agen-Er

huhuugderVolkswirtschafし,)Berlin917.DeutschlandsVolksve聖 ・m6呂en.im

Kriege.EinBeitragzurFage:VermbgenopferandIくr主egsentsch瓦digung

Berlinlq【9



隔

聰

し
た
後
は
濁
逸
の
危
機
は
去

っ
た
様

に
思
は
れ
る
が
實
は
さ
う
で
な

い
。
凋
逸
國
再
興
の
業
が
企
圓
せ
ら
る
N
.に

際
し
名
歌
す

べ
か
ち
ざ
る
財
政
難
に
遭
遇
し
て
み
る
か
ら
に
ぽ
国
家
は
依
然
危
急

に
瀕

し
て
み
る
ご
謂
は
ね
ば
な

ら
ぬ
、
財
産
の
多
く
を
国
家
に
提
供
す

る
は
国
家

巴
聯
帯
責
任
を
有
す

る
国
民
の
僻
す

べ
き
所
で
な
い
、
勿
論
財

産
の
多
く
を
奪
ひ
去
れ
ば
国
民
の
勤
勉
貯
蓄
を
減
殺
し
企
業
的
精
神
を
衰

へ
し
む
る
嫌
が
あ
る
け
れ
こ
も
、
掲
逸

国
家
が
再
興
し
て
人
員
を
保
護
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
個
人
は
多
少
の
財
産
を
も
積
む
こ
ε
が
出
來
な
く
な
る
べ
き

で
あ
る
、
果
し
て
然
ら
ば
國
氏
が
國
家
の
危
急
に
際
し
其
財
産
の

一
部
を
割
て
國
家
に
納
む
る
は
正
常
で
あ
る
ご

n

云
ふ
の
で
あ
る
。

此
等
立
法
の
理
由
は
大
艦
に
議
會
の
認
む
る
所
…ε
な
っ
た
が
、
其
牧
入
を
以
て
戦
時
公
債
を
償
却
す
る
の
考
は

議
會
に
於
て
議
事
の
進
む
L
つ
れ
て
攣
更
せ
ら
れ
、
其
牧
人
を
ば
帝
国
の

一
般
牧
人
ご
す
る
こ
ε
、
な

っ
た
、
從

っ
て
其
牧
人
は
公
債
の
償
却
以
外
に
も
用
ひ
ら
れ
る
こ
ε
、
な

っ
た
の
で
あ
る
、
帝
国
財
政
の
困
窮
せ
る
よ
り
観

れ
ば
、
叉
已
む
を
得
な
い
こ
ε
で
あ
ら
う
。

帝
国
緊
急
犠
牲
法
は
以
上
述

ぶ
る
が
如
き
理
由
よ
り
し
て
立
案
せ
ら
れ
終

に

一
九

一
九
年
十
二
月
三
十

一
日
を

以
て
法
俸
ε
な

っ
た
。

帝
国
緊
急
犠
牲
は
此
の
如
く
帝
国
の
危
急
に
際

し
国
民
を
し
て
犠
牲
的
に
其
財
産
の

一
部
を
提
供
せ
し
む
る
も

の
で
あ
る
ε
す
れ
ば
、
国
民
が
普
遍
的
に
義
務
を
負
ふ
べ
き
は
自
然
の
結
論

ε
な

っ
て
乗

る
、
所
が
、
注
律

に
於

論

叢

戦
後
に
於
け
ろ
濁
遙
の
財
産
観
た
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

三
)

六
六
一

1)Dr.MaxT.ion.GesetzitberdasReichsnotopfer.EinleiしungXXII-XX【V.

一



`

論

叢

戦
後
に
於
げ
る
猫
逸
の
財
産
税
な
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

四
)

六
六
二

い
て
は
普

遍

の
原

則
に
幾

多

の
例
外
を

認

め
た
。

む

　

　

　

租
税
主
燈

ε
し
て
は
、
凋
逸
人
、
濁
逸
に
居
住
せ
る
無
籍
人
及
外
囲
人
を
包
括
す
る
の
み
な
ら
す
、
公
法
⊥
私

法
上
の
内
国
法
人
及
法
人
格
な
き
財
團
等
を
包
括

し
て
み
る
二
墜
、
そ
こ
に
普
遍
主
義
が
現
は
れ
て
る
る
、
が
、

　

　

り

之

に

は

例

外

を

認

め

て

左

に

禍

ぐ

る

も

の

は

免

税

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

〔五
條
)

cb
各
聯

邦
、
㈲
地
方
團
磯

及
地
方
團
醒

組
合
、
働
寺
院
其
他
宗
教
上
の
團
盤
、
㈲
大
學

、
高
等
學
校
及
井

ド
類
似
の
螢
出旭
物
、
帝
国

や
諸
聯
邦
や
地

方
團
艦

よ
り
補
助
な
焚
け

つ
㌧
あ
る
螢
造
物
井
に
財
團

、
働
帝
國
銀
行
帝
国
貸
付
金
庫
其
他

の
国

家
銀
行
、
㈹

公
共
貯
蓄
金
庫
等
、
⑦
商
業
會
議
所
、

工
縄
會
議
所
、
小
工
業
會
議
所
、
農

業
曾
議
所
其
他
公
法
上

の
職
業
代
表
及
公
法
上
資
格
な
巷
縄
濟
團
股

、
㈲
勢
働
保
隙
に
聞
す
ろ
警
造
物
、
働
恩

ラ

給
遺
族
扶
助
料
、
死
亡
疾
病
補
助
等
金
庫
10
慈
恵
若
く
匡
公
益
の
目
的
な
爲
す
る
財
團
祉
團

、

く

羅

簿

已

て
咲

あ
ら
ゆ
・
黎

王
動
産
を
総
括
す
・
・
但
し
債
務
は
之
を
差
引
く
の
で
あ
る
・
是
等
の

・

課

税
物
件
た

る
財
産

は
之

を
三

つ
に
分
け
る
其

一
は
土

地

財
産

(9

…
〔貯
9
ヨ
α
σq
自
)
で
、
土
地

や
其
徒
物
を
包
括

.

す
る
、
其
こ
は
管
業
財
産

(鵠
。
曇

　

・藷

。
ε

で
農
業
林
業
鑛
業
審
く
は
工
業
の
脛
鶯

要
す

る
財
産
を
包
括

す
る
、
其
三
は
資
本
財
産
〔囚
畳

叶凹
く
①善

δ
窪
)
で
土
地
財
産
管
業
財
産
以
外

の
財
産
を
包
揺
す
る
。
資
本
財
産
の

主
な
る
も
の
は
、
qゆ
皿御
立
の
灌
利
及
請
求
権
、
②
債
券
、
③
株
券
、
鑛
山
持
分
、
組
合
持
分
、
㈹
綱姻
逃
の
金
銀
貨
、

外
國
貨
幣
、
銀
行
券
、
金
銀
塊

、
㈲
年
金
其
他
回
期
的
利
用
の
資
本
償
格
、
㈹
保
険
請
求
椹
等
で
あ
る
。

　

　

　

　

む

此
く
し
て
個
人
の
有
す

る
財
産
は
大
概
課
税
物
件
ε
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
又
普
遍
主
義
が
現
は
れ
て
る

　

の

む

　

　

む

　

む

る
、
が
、
之
に
樹
す

る
例
外
も
な

い
で
は
な
い
、
其
第

一
は
家
具
及
攻
化
品
(
歴
史
的
美
術
的
贋
値
を
有
す
る
貴
金



・

驕
製
品
で
費
買
の
目
的
物
ε
せ
ら

れ
臆
も
の
)
で
め
る
、
(+
一
條
)、
.但
し
貴
金
騒
賢
石
眞
琢
誓
の
製
品
、美
術
品
、

装
飾
品
、
奢
侈
品
、其
他
の
蒐
集
物
で
、
閑
職
後
の
購
買
に
か
、
り
、
而
も
其
購
買
償
絡

が

一
個
五
百
醗
以
上
で
あ

る
か
若
く
ば
同
種
の
多
数
が
千
號
以
上
で
あ
る
も
の
井
に
賓
石
眞
珠
若
く
は
貴
金
励
製
の
動
産
で
戦
前

の
購
買

に

　

む

む

し

か
、
り
其
縮
憤
啓
が
二
十
萬
廠
…を
超

ゆ
る
も
の
は
免
税
の
限
で
な

い
(+
二
條
)
、
其
第
二
は
少
額
財
産
で
み
る
。
法

律
は
財
産

の
五
千
麻
を
超
潰
す

る
額
の
み
が
課
税
の
義
務
あ
り
己
規
定
し
て
み
る

〔二
+
三
篠
)
、
故

に
財
産
の
総
額

が
五
千
庶
に
達
せ
ざ
る
も

の
は
之
を
免
税
す

る
こ
ご
に
な
る
。
文
相
撹
義
務
者
の
財
産
に
其
配
偶
者
の
財
産
が
合

算

せ
ら
れ
る
ご
き
は
更
に
五
千
醗
丈
を
冠
す
る
、
換
言
す
れ
ば
此
場
合

に
は

一
萬
臓
が
発
税
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む

　

　

こ

む

　

　

む

む

む

ロ

し

ゅ

む

つ

ロ

　

其
第
三
は
子
女
の
特
椹
ε
し
て
の

一
定
財
産
額
の
控
除
で
あ
る
、
即
ち
租
税
義
務
者
若
く
は
夫
婦
(配
偶
者
の
財
産

を
合
算
す
る
場
合

に
於
て
)
が
二
人
以
上
の
子
女
を
有
す

る
ε
き
は
、
最
初
の
二
人
に
劃
し
て
玉
千
蹴
を
差
引

き
、

　

む

　

ヘリ

む

そ
れ
よ
b

一
人
を
増
す
毎

に
五
千
麻
宛
を
差
引

い
て
課
税
す

る
の
で
む
る
(二
+
六
條
一
顰

。
其
第
四
は
老
人
に
撤
す

　

　

ロ

　

　

　

　

む

む

る

一
定
財
産
額
の
控
除
で
あ
る
、
即
ち
十
五
萬
鷹
を
超
え
ざ
る
財
産
を
有
す

る
租
税
義
務
者
で
恩
給
や
遺
族
扶
助

料
の
請
求
椹
を
有

せ
ざ
る
者
に
謝
し
て
は
、
財
産

の
三
分

一
乃
至
五
分

一
を
控
除
し
て
残
額

に
課
す

る
の
で
あ
る

(+
五
條
「
頭
人
號
)
、
是
等
は
皆
小
資
本
品
を
保
護
せ
ん
`
す

る
趣
旨
に
外
な
ら
諏
。

以
上
は
租
税
主
腸
租
税
客
龍

に
劃
す

る
普
遍
原
則
の
例
外
で
.あ
る
、
是
に
依
て
之
を
観
れ
ば
帝
国
緊
急
犠
牲
ε

し
て
の
裸
視
を
冠
す
る
も
の
は
相
當
に
多
く
あ
る
の
で
あ
る
。

一
髄
国
難
に
盧
し
て
犠
牲
を
挑
ふ
ご
い
ふ
な
ら
ば

論

叢

戦
後
に
於
け
ろ
猫
逸
の
財
産
酷
な
論
ず

第
+
二
巻

(第
五
號

五
)

杢
八
三



論

叢

戦
後

に
於
げ

る
獅
逸
の
財
産
税
な
論
ず

第
十

二
巻

(第
五
號

刊

レ
六
)

六
六
四

賢

を
擧
げ
て
漏
ら
す
所
な
島

産
を
擧
げ
て
鹸
す
所
馨

を
期
す
る
が
最
も
理

に
合

ふ
べ
き
で
あ
る
、
轟

て

㎜

の
財
産

に
税
す
れ
ば
租
税
の
牧
入
も
從
て
多
く
、
叉
之

に
依
て
国
民
財
産

の
出塁
帳
を
作
る
こ
ご
が
出
來
、統
計
上
好

砒㎡

資
料
を
得
る
こ
ε
に
も
な
ら
う
、
學
者
が
此
等
の
見
地
よ
り
普
遍
原
則
に
例
外
を
認
め
ざ
ら
ん
こ
ご
を
主
張
す
る

副

5

慮
・
理
・
が
ぎ

謂
は
ね
ば
㌶

.
併
し
乍
と

定
・
麗

黙
を
撃

小
財
蛮

を
保
琶

婁

卿

鈴

に
老
人
等
を
斟
酌
し
て
租
税
を
軽
減
す
る
は
肚
會
政
策
の
上
か
ら
見
て
必
ず
し
も
不
當
ε
い
ふ
こ
ξ
が
出
来
漁
。

固
』

　

　

帝
国
緊
急
犠
牲
を
各
人
に
配
分
せ
ん
ε
せ
ぱ
、
課
税
財
産
の
償
格
を
定
め
税
率
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
億
。
課
税

霧

嬰

繹

算

定
・
・
ぼ

、
冗

冗

年
・
二
・
三
+

百

・
現
在
振

・
親

藩

者
・
財
基

部
篇

・

聯
伽

夫
婦
が
分
離
し
て
生
活
せ
ざ
る
限
り
其
両
人

の
財
産
を
合
算
し
(†
六
條
∀、
之
に

一
九

二
八
年
十
二
月
三
十

一
日
身

銭
鰍
)

後
・
於
て
租
税
霧

套

長

配
讐

が
盟

や
寄
附
餐

を
な
し
積

を
加
へ
・+
…

そ
れ
よ
り
負
婆

募

細
細

ら

　

し

最

長

る
ぺ
益

額
を
差
し
引
き
・+
轟

更
に
前
遙

べ
た
る
普
遍
原
則
の
例
響

な
る
べ
き
財
嬢

を
差

鞭
謬

引
か
ね
ば
な
島

・

、畿

",

セ

　

む

む

む

　

む

む

　

け

財
産

の
評
贋

に
就

て
は
、

一
般

の
準
則

は
帝

国
課

税
條

例

(
図
凶6
げ
路
σσq
p
σ
窪
o
「号
琶
⑳
)
に
之
を

定

め
て
あ

る
が
、

別

㎜
皿

d

a

X

帝
国
緊
急
犠
牲
注

に
は
火
具
外

に
特
別
規
定
を
作

っ
て
み
る
、
そ
れ
に
依
る
ピ
,
土
地
財
産
は
還
元
法
を
用
ひ
牧

㎞
㎎
雌

U

h.

G

T

o1

盆

の
二
十
倍
を
以
て
其
財
産
償
格
ε
す
る
(+
八
條
)、
瞥
業
財
産
は
螢
業
に
閲
す

る
債
務
を
引
去
り
残
額
の
八
割
を

醜
黙

以
て
其
財
産
侵
略

ε
す

る
(+
九
條
)
、
外
囲
に
存
す

る
土
地
財
産
瞥
業
財
産
は
其
存
在
す
る
國
の
貨
幣

に
依
て
之
を

困
恩
誼

評
贋
し
、戦
前

の
貨
幣
比
率
に
依
て
凋
逸
貨
幣

に
換
算
す

る
こ
ご
＼
し
(二
+
條
)、資
本
財
産
の
中
凋
逸

の
金
銀
貨
は

勒



其
金
鵬
債
格
に
從
て
之
を
評
慣
す
.る
(二
+
條
、
)
、

是
等
は
皆
濁
逸
貨
幣
慣
柊
の
暴
落
し
た
る
事
情

に
顧
み
て
斟
酌

し
π
も
の
で
あ

る
、
叉
戦
争
開
始
後
に
契
約
せ
ら
れ
陀
る
保
険

に
就
て
は
、
其
年

々
の
保
険
料
が
千
麻
以
上
で
あ

り

一
時
的
資
本

の
彿
込
が
三
千
鷹
以
上
で
あ
る
ε
き
は
、
其
保
険
料
及
資
本

の
佛
込
額
を
以
て
財
産
傾
格

蓬
す

る

の
で
あ
る
、
足
れ
財
産
視
を
通
脱
す
る
織
に
保
険
契
約
を
結

て
其
財
産
を
翠
て
佛
込
む
ざ
い
ふ
様
な
形
式
を
取
る

者
も
出
家
て
来
る
か
ら
、
之
に
も
課
視
せ
ん
ε
す

る
よ
り
出
で
た
こ
ε
で
あ
る
(二
+
一
條
)。

以
上
は
個
人
財
産

に
關
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
人
財
産

に
就
て
は
其
實
際
有
す

る
動
産
不
動
産

の
全
額
よ
り

債
務
及
其
他
の
負
擢
を
差
引
き
、
更
に
佛
込
資
本
額
、
公
益
慈
善
の
爲
に
す
る
積
立
金
を
差
引
き
、
保
険
會
肚
に

め
り
て
は
其
上
に
保
険
積
立
金
ε
被
保
険
老

く
の
配
當
に
充

つ
べ
き
金
額
を
差
引
く
の
で
あ
る
(+
七
條
〕。

む

む

税
率
は
法
人
及
財
團

ε
個
人
ε
に
於
て

一
様
で
な
い
、
法
人
及
財
團

に
封
し
て
は
裸
視
財
産
債
格

に

一
割
の
比

例
挽
を
課
し
三

†
五
條
)
、
個
人
に
封
し
て
は
裸
視
財
産
償
格

に
射
し
累
進
税
を
適
用
す
る
三
+
四
條
)
。

一
見
法
人

に
軽

い
様

で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
實
は
株
券
持
分
権
等
が
個
人
の
資
本
財
産

ε
し
て
税
せ
ら
れ
て
二
重
税
ε
な

っ
て

り

む

　

　

み
る
か
ら
必
ず
し
も
権
衡
を
失
し
て
み
る
ε
は
云

へ
識
。
尤
も
個
人
財
産

に
謝
し
て
も
全
部
に
累
進
税
を
課
す

る

い

エ

へ

も

の
で
は
な
い
、
比
例
税
率
を
適
用
す

る
部
分
も
め
る
の
で
あ
る
、
即
ち
戦
前

に
買
入
れ
た
る
貴
金
唇
寳
玉
、
眞
殊

製
の
動
産

に
は

一
割
を
課
し
、
更
に
租
税
義
務
者
井
に
其
配
偶
者
の
課
税
財
産
償
格
中
よ
り
共
子
女
の
数
に
射

し

一
人
に
偉

き
五
萬
鷹
宛

の
金
額
を
別

に
引
き
雑
な
し
、

そ
れ
に
封
し
て

一
割
の
視
を
課
す

る

〔二
+
六
條
二
項
)の
で

ヘ

マ

へ

あ

る
。
累
進

税
は
是
等

を
差
引

い
π

る
残

額

に
課
す

る
、
真

率
は
左

の
如

し
。

論

叢
.

戦
後
に
於
け
る
濁
逸
の
財
産
麗
な
論
ず

第
†
二
巻

(第
五
號

七
)

六
大
五

[

「

ロ



,

論

叢

戦
後
に
於
げ
ろ
蜀
逸

の
財
産
税
な
論
ず

財
初
め

の

次
ぎ

の

次
斗
あ

次
ぎ
の

次
ぎ
の

次
ぎ
の

次
ぎ
の

産

額

吾

、8
0
麻

に
蜀

し

て

識
0
、0
0
0麻

に
射

し

て

言
O
δ
00
麻

に
蜀

し

て

き
0
δ
8
麻

に
射

し
て

]百

δ
8
麻

に
劃

し

て

き
0
δ
ロ0
麻

に
射

し

て

舌
0
、0
8

麻

に
射

し
て

…%…%…%…%…%…%… 曝

9

第
十
二
巻

(第
五
號

八
)

財

産

額

次
ぎ
の

吾
0
δ
0
0
麻
に
射
し
て

次
善
の

吾
0
、0
0
0
麻
に
濁
し
て

次
ぎ
の
一、
0
8
δ
8
麻
に
謝
し
て

次
ぎ
の
二
δ
00
δ
00
麻

に
射
し
て

吹
き

の
二
δ
8
、0
8
麻
に
濁
し
て

そ
れ
以
上
の
額

に
謝
し
て

夫
六
六

…%…%…%…%…%・ 。・%霧

　

此
累
進
税
牽

は
超
過
額
累
進
で
あ
る
か
ら
、
的
確
に
税
額
ご
税
率
を
計
算
す

る
ご
左
の
如
く
に
な
る
。

課

税

債

絡廓

大
、8

0

記
8

δ
0
0

一
δ
8

δ
0
0

日「δ
0
0
δ
8

=
δ
O
O
δ

ロ〇

四
δ
8

、0
8

五
δ
0
ロ
δ
8

内
δ
8

δ

〕O

種

類;
0

免

、餐

O

H西
四
、蓋

O

空
穴
、豊

〇

一
、
冥
『
吾
〇

一
、七
一
(
、註

0

モ

二夫

、註

0

ミ

A突

δ
OO

塁

(尉
繋
縛

)

一
、炎

磁

、窒

】西
、畳

畳

、四
四

天

、窒

四
二
、謡

四
五
、
三
六

署

、合

誤

脱

偵

格
麻

ヒ
δ
0
0
δ
0
0

(
、O
O
O
、0
8

九
δ
O
O
δ
0
0

一ロ
δ
0
0
δ
0
0

二
〇
δ
0
0
δ
8

忌
O
δ
ロ
0
、
00
0

五
〇、.0
0
0
δ
0
口

石
0
δ
8

δ
8

.種

類

笑
四
穴

δ
8

四
、
=
ゼ
、藍

〇

四
君
大
望
七
吾

罵
、
四
【
七
、
嶋
凪
O

=
£

兄

、笠

〇

一A
、四
雇

、七
苦

言=
、聖

者
、芸

〇

六
三
、空

薫
七
百

税
至
譲

盤
す
)

男

、茜

五
一
、
四
ゼ

蔓

、
巻

E
四
二
八

晃

、莞

六
一
、
三
九

六
二
、
八
三

窒

、湘
二

'



い

も

セ

も

や

ヤ

も

じ
も

ゆ

う

も

へ

も

も

も

ち

も

や

も

で

コ

も

も

も

も

も

や

ぬ

　

ラ

も

も

ヤ

も

ヘ

へ

此
表

で
見

れ
ば
百
萬
脆
の
財
産
家
は
既
に
そ
の
財
産

の
四
分
の

一
を
奪
は
れ
二
百
萬
鷹
の
財
産
家
は
其
財
産
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

冒

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
.

、

、

、

、

三
分
の

一
を
奪
は
れ
七
百
萬
瀬

の
財
産
家
は
其
財
産

の
約
宇
分
を
奪
は
れ
二
千
萬
皿肌
の
財
産
家
は
其
財
産
の
約
六

も

エ

い

ゴ

う

も

あ

ろ

ヘ

ヘ

カ

も

マ

も

し

へ

ゆ

り

う

　

　

も

セ

コ

も

ヤ

も

や

む

む

む

む

む

む

む

む

　

割
を
奪
は
れ
る
の
で
あ
る
、
財
産
の
渡

牧
ε
い
ふ
批
難
が
起
る
所
以
で
あ
る
、
併
し
乍
ら
富

の
分
配
ε
い
ふ
黙
か

む

　

　

む

む

　

む

む

む

む

む

む

む

つ

　

ほ

へむ

む

　

む

む

む

　

む

　

む

　

　

む

む

む

　

　

　

む

　

む

む

ら
見
れ
ば
人
な
る
愛
重
を
生
す

る
も
の
巴
謂
は
ね
ば
な
ら
源
、
是
れ
亦
所
謂
肚
會
化

の

一
形
式

で
あ
る
。

此
の
如
く
観
來
れ
ば
帝
國
緊
急
犠
牲
は
凋
逸
國
氏
に
敢
て
容
易
な
ら

漁
犠
牲
で
あ
る
、
光
視

は
由
來

一
時
的
課

税
に
過
ぎ
膿
、
故
に

一
回
に
納
税
す
る
を
趣
旨
ε
す
る
も
の
で
め
る
、
が
、
如
何
な
る
財
産
家
に
て
も
豆
類
の
視

む

む

を

一
時
に
納
む
る
こ
ε
は
難
し
ε
す
る
所

で
あ
る
。
そ
こ
で
法
律
は
延
納
を
詐
る
し

一
九

二
〇
年

一
月

一
日
以
降

年
玉
朱

の
利
子
を
彿
は
し
む
る
こ
ε
》
し
長
き
期
間

に
亘
り
て
其
利
子

ε
租
税
ε
を
合
せ
て
年
賦
で
納
付
す

る
こ

ε
を
認

め
て
み
る
、
叉
十
萬
蹴
を
超
え
ざ
る
財
産
を
有
し
其
所
得
も
五
千
鷹
を
超
え
ざ
る
も
の
に
封
し
て
は
無
利

子
で
延
納
す

る
こ
ご
を
許
す
の
で
あ
る
、
又
延
納

の
期

限
は
長
き
は
三
十
年
に
及
び
、土
地
財
産

に
至

っ
て
は
五
十

年
に
及
ん
で
み
る
、
故
に
是
等

の
延
納
者
は

一
九
五
〇
年
若
く
は
.
↓
九
七
〇
年
迄
も
年
々
納
税
せ
ね
ば
な
ら

面
こ

ε
、
な
る
、
所
で
↓二
十
年
五
十
年
は
人
の
生
命
に
取
b
て
は

一
生
涯
ご
見
て
も
差
支
な
い
、
さ
う
な
れ
ば
帝
国
緊

急
犠
牲
は
名
は

一
詩
的
課
税
で
あ

っ
て
實
は
恒
久
的
租
税
ξ
結
果
を
同
う
す

る
も
の
蓬
謂
ふ
こ
ご
が
出
家
る
、
只

恒
久
的
租
税
は
其
財
産
状
態
の
愛
動
ず
る
に
件
ひ
て
其
課
税
の
程
度
を
櫨
梅
す

る
こ
ξ
が
出
家
る
が
、
帝
国
緊
急

犠
牲
は

一
九

一
九
年
末
の
財
産
状
態
を
標
準

ε
し
て
攣
更
す
る
こ
ε
が
な
い
の
で
あ
る
、
是
れ
人
の

一
生
涯

に
課

論

叢

戦
後
に
於
け
都
閥
逸
の
財
産
税
な
齢
す

・

第
十
二
巻

(第
五
號

九
)

六
六
七



論

叢

職
後
に
無
げ
ろ
濁
逸
の
財
産
醗
心
論
す

第
十
二
巻

〔第
五
號

一
〇
)

六
六
入

す

る
財
産
視

ε
し
て
は
決

し

て
當
を
得

た
も

の

ε
云

ふ
こ
ε
が
出
來

諏
。

.-
此

枕
は
他

の
財
産

視

ざ
同
様

に
現
金
を
以

て
納
付
す

る
を
本
則

こ
し
同
時

に
叉
戦
時
公

債
若

く
は
他

の
財
産

償

格
を

以
て
代
納
す

る
.こ
ε
が
出

來

る
や

う
に
な

っ
て

み
る
、
暴

れ

一
に
は
此

椀
が
戦

時
公
債
を
償

還
す

る
の
目
的

を
以

て
立
案

せ
ら

れ
た
る
が
爲

め
で
め
b
、

天

一
に

は
便
宜

の
原
則

に
適

は
し

め
ん
ξ
す

る
が
矯

め
で
あ

る
、
比

熱

に
於
て
は
他

の
財
産
税

ご
同

じ
様

に
當
を
得

た
も

の

ε
評
せ

ね
ば
な
ら

楓
。

.

」
之
を
要
す

る
に
、
帝
國
緊

急
犠

牲
は
破
天
荒

の
財
産

税
で
あ

る
、
熱
烈

な

る
國
民

の
犠
牲
的
精

神
を
借

る
に
あ

ら
ざ

れ
ば
行

は
れ

る

べ
き
も

の
で

な

い
、
併

し
此

視
が
行

は
れ

る
以
上

は
財
産

権

の
胤
會
化

は
著

し
く
蟹
現
す

る

こ
ε
に
な
る

の
で
あ

る
。

、

,

第

=
、
相

続

税

相
綾
視
は
相
続

に
際
し
て
課
す
る
視
で
あ
る
從
て
動
的
財
産
視
で
め
る
。
戦
前

の
立
法
に
於
て
は
、
相
続
人
が

直
系
鼻
厨
若

く
ば
配
偶
者
な
る
ε
き
は
全
然
免
税
篤
し
た
の
み
な
ら
す
、
被
相
続
看
の
財
産
全
骸

に
税
す
る
こ
建

が
な
か
っ
た
、
戦
後
の
相
続
挽

(
一
九

一
九
年
九
月
十
口
法
律
)
は
比
熱
に
就
て
非
常
に
進
ん
で
來
π
。

戦
後
の
相
続
挽
は
之
を
分
て
三

ε
す

る
、
遺
産
税

〔2
蓉
三
塁
切路
焉
ご

本
来
の
相
続
撹

(年
σ
四
目碑
=
・。叶。
凋
こ

贈
與

視

(ω
筈
Φ
算
巨
びq
。…
冨
器
「)
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
遺
産
椀
ε
本
來
の
相
綾
視
ε
は
相
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
、
先



・

づ
其
本
質
上
よ
り
之
を
匿
別
せ
ね
ば
な
ら
謁
つ

遺
産
視
ε
は
被
相
纏
人
の
遺
せ
る
財
産
全
禮
を
客
鵬

ご
し
、
そ
が
何
人
に
相
綾
せ
ら
る

、
か
を
問
は
す

し
て
税

す

る
も

の
を
い
ふ
、
英
國
の

国
u。叶p
冨
U
口
ぐ

に
徴

つ
π
も
の
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
本
来
の
相
続
税
は
相
続
人
が

相
続
し
π
財
産

を
税
す

る
も
の
で
あ
る
.
相
続
人
は
相
顕
し
た
財
産
の
程
度
に
於
て
富
む
こ
ε
、
な
る
か
ら
真
庭

に
大
な
る
推
視
力
が
出
で
來

る
繹
で
あ
る
、
本
來
の
相
纈
視
は
之
を
視
せ
ん
こ
す
る
に
外
な
ら
澱
。

遺
産
税
は

一
見
、
本
来
の
相
繧
視
ε
重
複
し
て
居

る
様
で
あ
る
が
、
本
來
の
相
続
視
は
相
纏
人
が
相
続
に
依
て

捲
税
力
を
増
す

ε
い
ふ
理
由
を
以
て
祝
す

る
も

の
で
あ
る
に
反
し
て
、
遺
産
税
は
被
相
続
人
に
封
ず
る
最
終
の
財

産
視
ε
し
て
課
す
る
も
の
で
あ
る
、
本
來
の
相
続
税
は
相
続
人
の
受
く
る
限
度
に
於
て
裸
視
せ
ら
る

、
も
の
で
あ

る
か
ら
、
動
も
す
れ
ば
相
続
財
産
は
分
割
せ
ら

る
、
の
傾
が
あ
り
、
自
然
に
租
税
の
逋
脱
も
行
は
れ
易

い
、
然
る

に
遺
産
穐
は
被
相
続
人
に
封
ず

る
最
終

の
財
産
税
で
あ
る
か
ら
被
相
続
人
の
遺
せ
る
財
産
全
艦
を
捕
捉
し
租
税
の

逋
脱
を
防
ぐ
こ
ε
が
出
來
る
、
是
が
故
に
遺
産
税
は
本
來
の
相
続
税
を
補
充
す

る
も
の
ε
謂
ふ

べ
き
で
あ
る
、
加

之
遺
産
挽
は
被
相
続
人
の
財
産
全
部
を
捕
ム
る
が
故
に
他
の
財
産
視
所
得
税
を
も
補
ふ
こ
ε

＼
な
を
の
で
め
る
。

本
來
の
相
繧
挽
は
戦
前
よ
b
獲
達
し
來

つ
た
視
で
あ
る
が
、
遺
産
税
は
戦
後

の
立
法
に
於

て
初

て
現
は
れ
た
も

の
で
あ
る
。

以
下
少
し
く
此
二
種
の
相
続
視
ε
晒
興
挽
ε
に
就
き
別
灯
に
観
察
し
て
見
や
う
ご
思
ふ
。

論

出叢

m職
綿脚に
於
け
る
鵜
捌輪廻
の
財
産
瓢配
な
論
ず

欝
叩十
・一
一ぬ¢

(第
五
…砺

「
「
)

占ハ
占八
九

■

噛



論

心隈

戦
後
に
於
け
る
蜀
逸
の
財
産
税
為
論
す

第
十
二
巻

(第
五
號

一
二
)

六
七
〇

篇
、
遺

産

税

-

遺
産
税
は
拙別
処

ぶ
る
如
く
被
相
続
人
の
遺
せ
る
財
産
全
禮
に
祝
す

る
も
の
で
あ
る
、
從
て
遺
産
税
の
罪
膨
は
被

相
続
人
の
塗
財
産

ご
い
ふ
こ
底
に
な

る
、
被
相
纏
人
の
塗
財
産
を
祝
す

る
ε
、
租
税
客
儂
は
自
然
に
帝
国
緊
急
犠

牲
ε
典
範
園
を
同
じ
う
す
る
こ
ご
に
な
る
、
帝
國
緊
急
犠
牲
に
於
て
租
椀
客
禮
を
土
地
財
産
笹
葉
財
産
資
本
財
産

の
三
に
分
け
て
み
る
如
く
遺
産
税
に
於

て
も
租
税
客
腸
を
土
地
財
産
機
業
財
産
資
本
財
産
の
三
に
分
け
て
み
る
の

で
あ
る

(三
篠
)
而
し
て
是
等
三
種
の
財
産
の
内
容
に
就
て
も
帝
国
緊
急
犠
牲
の
そ
れ
ピ
酷
似
す

る
所
が
あ
る
。

土
地
財
産
の
中
に
は
土
地
の
上
に
存
す
る
物
権
を
含
み
、
瞥
業
財
産
の
中

に
は
総
て
企
業
に
用
ひ
ら
る

、
物
件

〃井
に
成
分
せ
ら

る
べ
き
商
品
を
も
含
み
、
資
本
財
産

の
中
に
は
債
券
株
券
持
分
券
貨
幣
銀
行
券
金
銀
塊
定
期
金

の

資
本
償
格
保
険
の
請
求
権
等
を
含
ん
で
み
る
(四
、
五
、
六
條
)
、

家
具
其
他
の

動
産
に

至
て
は
そ
が
土
地
の
附
麗
品

で
も
な
く
、
讐
業
財
産
の

一
成
分
で
も
な
く
、
且

つ
其
償
格
が
五
萬
鷹
を
超

え
ざ
る
も
の
は
課
税
す

べ
き
財
産

`

看
做
さ
れ
な

い
、
叉
庭
労
す
る
こ
ε
を
目
的
ご
せ
ざ
る
動
産
に
し
て
歴
史
的
美
術
的
學
問
的
債
値
を
有
し
且

つ
少

く
ε
も
二
十
年
間
其
家
に
戯
せ
ら
れ
た
る
物
に
も
亦
税
を
発
す

る
、
但
し
相
続
後
十
年
以
内
に
慮
労
す
る
窪
き
は

免
税
の
権
利
を
失
ふ
こ
ε
、
な
る
の
で
あ
る
。
(七
條
)

　

　

む

へ

此
税
の
課
税
慣
格
は
死
相
績
財
産
の
中
に
更
に
保
除
金
の
孚
分
を
加

へ
贈
興

(被
相
綾
人
の
生
存
中
利
用
椹
を

留
保
す

る
も
の
及
び
受
贈
者
が
贈
與
者

よ
り
も
生
き
獲
る
こ
ε
を
僚
件
ε
す
る
も
の
)
の
金
額
を
加

へ
(八
條
九
條
)、

O



.
之
よ
b
遺
産
に
關
係
め
る
負
債
、
葬
式
、

死
亡
宣
告

、

遺
産
庭
分
、

訴
訟
等
に
關
す
る
費
用
を
除

き
(+
條
)
て
得

た
る
財
産
額
で
あ
る
ヤ
其
課
税
横
格
が
二
十
萬
厩
を
超

え
ざ
る
ε
き
は
其
初
め
の
二
萬
蹴
に
封
ず

る
課
税
は
之
を

発
す
る

(+
二
條
)
税
牽
は
左
の
如
き
累
進
税
率
を
通
用
す

る
の
で
あ
る

(+
五
條
)

課

税

憤

格

初
め
の

】δ
O
δ
0
0
麻
に
射
し
て

次
ぎ
の

き
ロ
δ
0
0
麻

ド
蜀
し
て

次
ぎ
の

吾

0
δ
0
0
麻

に
謝
し
て

・・%・ ・%・ ・%.塁

課

税

偵
.

格

次
ぎ
の

一δ
8
δ
8
麻

に
謝
し
て

そ
れ
以
上
の
額
に
射
し
て

・・%・%塁

此
墾

も
超
過
繋

進
で
あ
・
か
ら
百
藩

の
遺
産
・
は
二
萬
三
千
鷹
師
轟

の
税
が
課
せ
ら
れ
、
二
百
藩

の
遺
産
に
は
六
萬
三
干
密

鰯

の
視
が
課
せ
ら
些

五
百
盗

の
遺
産
に
は
二
+

一
萬
三
千
耽
即
観

の
税
が

㌫

生

か
も

、

一
千
藍

の
諜

に
は
四
+
六
萬
三
千
脱
即
ち
概
の
馨

を

る
・
巨

な
・
、
黎

空

見
輕
い
や

る

う
で
あ
る
が
、
そ
は
本
來
の
相
続
税
ε
重
複
す

る
所
が
あ
お
か
ら
殊

に
さ
う
し
た
の
で
あ
る
、
北
枕
は
軽
い
亡
し

て
も
本
来
の
相
続
枇
を
合
算
す
る
ε
き
は
非
常

に
.重

い
も
の
ξ
な
る
、
今

一
千
萬
既
の
相
綾
財
産
が
全
部
配
偶
者

若
く
は
直
系
卑
騒
に
相
続
せ
ら
る
る
場
合
を
考
て
見
る
に
、
遺
産
視
ε
本
來
の
相
続
挽
ε
を
合
算
す

る
ε
、
相
続

財
産
に
饗
し
て
三
割
七
分
五
厘
飴
の
牽
ざ
な
っ
て
來
る
の
で
あ
る
、
戦
前
迄
是
等
の
相
続
に
は
何
等
課
税
せ
ら
れ

P

な
か

っ
た

の
に
比
す
れ

ば
隔
世

の
威
な

き
を
得

な

い
次
第
で
め

る
。

論
.
叢

、

戦
後
に
於
け
る
凋
逸
の
財
産
税
為
論
す

第
+
二
巻

(第
五
號

=
二
)

六
七

【

.

・

一一.一軸 」』



・

論

叢

戦
後
に
於
け
ろ
濁
逸
の
財
産
税
為
論
ヂ

第
十
二
巻

(第
五
號

「
四
)

六
七
二

二
、
本
.來

の

相

続
税

　

本
家
の
相
続
視
は
前
に
も
述

べ
た
通
り
相
続
人
が
相
続
し
た
る
財
産
に
課
す

翫
も
の
で
あ
る
、
從
て
光
視
の
客

む膿
は
相
続
人
に
露
繍
…し
た
る
財
産
の
全
部
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
の
、
只
相
続
人
が
外
国
人
で
あ
b
且
つ
被
相
続
人
が

死
亡
の
係
に
外
國
人
で
あ
る
か
若
く
は
外
国
に
住
所
居
所
を
有
す

る
場
合

に
は
外
国
に
在
る
土
塊

や
瞥
業
資
本
は

之
を
税
せ
な
い
。
(二
+
四
鎌
)
、
而
し
て
其
蹄
腸
財
産
が
五
百
腐
に
.達
せ
な

い
ε
き
は
免
税
巴
な
る
(二
+
七
條
)。

む

む

む

む

租
税
圭
禮

に
就
て
は
從
來
相
蟹
人
が
直
系
'・鼻
属
文
は
配
偶
者
た
る
場
合

に
は
之
を
免
除
し
て
居

っ
た
、
此
く
て

は
相
続

の
五
分
四
を
逸
す

る
こ
`
に
な
り
、
相
縷
税
の
實
蹟
を
擧
げ
る
こ
ご
が
出
來
な
い
。
今
回
の
立
法
に
於
て

此
免
税
を
塵
す
る
こ
ε
に
な

っ
た
、
暴
れ
は
凋
逸
の
相
続
税
立
法
皮
上
に
於
て

一
大
進
歩
で
め
る
ε
謂
は
ね
ば
な

ら

漁
。

　

む

税
率
に
就
て
は
↓二
の
標
準

に
依
り
て
持

へ
だ
階
段

に
從
て
累
進
税
牽
を
適
用
す

る
の
で
あ
る
、
即
ち
第

】
は
相

続
人
の
被
相
続
入
に
封
ず
る
親
疎
關
係
に
依
り
、
第
二
は
相
続
人
の
受
く

べ
き
相
続
財
産

の
大
小
に
依
り
、
第
三

は
相
綾
以
前
に
相
続
人

の
脅
せ
し
財
産
の
大
小
に
依
る
の
で
あ
る
。

ほ

む

　

　

ラσ
親
等
階
級

は
之
を
六

に
分
け

る
、
帥
ち
左

の
如

し
、

(二
+
六
條
)

一
級

ω
配
偶
者
、
嫡
子
及
法
律
上
之
ε
同
一醜
せ
ら
る
」
子
女

②
私
生
子
及
庶
子

二
級

嫡
子
私
生
子
庶
子
の
子
孫

三
級

11
両
親

㈲
兄
弟
姉
妹
、
異
父
母
兄
弟
姉
妹

(

「



羅

の
墾

母
及
典
麗

親
.
留

弟
錬

の
窺

葦

堀

留

姑
、
綴
親

侮
婿
姦

、
攣

紛
幸

及
其
鑑

・

.

ラ

玉
緻

σ
兄
弟
姉
妹
の
二
親
等
鼻
騒
、

②
伯
叔
父
母

伺
傍
系
二
親
等
の
姻
戚

六
級

其
他
の
相
縦
人

此
階
級
の
嘔
別
は

一
九

=
二
年

の
法
律
よ
り
も
更

に
細
か
ε
な

つ
π
。

幻
糖
膨
貯
醗
硬
だ
艀
び
僻

ボ
階
段
は
之
を
十

一
ξ
し
親
等
の
階
級
ε
組
み
合
せ
て
異
れ
る
累
進
税
率
を
課
す
る
の

(
.

で
め
る
、
即
ち
左

の
如
し
、

相
続

跡

座

の
蹄

艦
額

に
依

ろ
階
段

麻

、

初

め
の

「δ
、O
O
O

次

ぎ

の

三〇
、
08

次

ぎ

の

皿
〇
一8

0

次

ぎ

の

吾

δ
O
O

次

ぎ

の

五
〇
、0
口
0

次

ぜ

の

δ
O
、00
0

配

偶

者

子

女

其

卑

薦

、

(
二
+
入
條
)

親
等
に
依
る
階
段

(百
分
比
)

-

I
I
I
一
》

一

一.ロA犬E四

五 三 お 六 典E2

0ヨ 三 二 ⊂)A内

蓋 舌 蓋 三 乙 八4

碁 武 己 這 三 〇6

E号 妻塁{∋ 重 目.≡ 三6

相
続
財
産
の
齢
驕
額

に
依

る
階
段

麻

次
ぎ
の

二
8
δ
8

次
ぎ
の

一二
〇
δ
0
0

次
ぎ
の

H云
0
δ
0
0

次
ぎ
の

吾
O
δ
8

そ
れ
以
上
の
領
(
一
蓋
0
0
δ
00
以

上
)

親

等
に
依
る
階
段

(
百
分
比
)

〕

一

}

」

1so五 〇s

器 量 舌 宣 さ 呂

匿 名 孟 岩 ≡己.3

吾 竪 習 ……… 琶4

杏 吾 竪 窪…蓋5

苫 杏 蓋 吾 窒6

両
親
、
祀
父
母
、
養
子
其
鼻
厨
が
相
繧
す
る
ざ
き
は
五
千
駄
に
超
過
す

る
部
分
の
み
に

r

税
し
其
他
は
五
百
既
を
超
ゆ
る
部
分
の
み
に
課
す

る
。

　

つ

む

り

む

　

　

り

む

む

む

つ

　

助
相
続
人
の
從
來
有
せ
し
財
産
の
額
に
依
て
右
の
視
牽
に
更

に
附
加
し
て
課
す
る
の
で
あ
る
、
即
ち
左
の
如

し
。

(

従
来
所
有
財
産

一8

δ
8
一

二
8
δ
8
麻
な
み
ε
寺
、
一〇
、
0
8
麻
及
其
端
数
毎

に
砺
な
加
ふ

1

從
来
所
喬

産

§

、8
0憲

ゆ
・
ミ

=。、0録

及
薄

舞

に
》

加
ふ

論

叢

戦
後
に
於
げ
ろ
濁
逸
の
財
産
税
か
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

一
玉
)

六
七
三



ヲ

論

叢

職
後
に
於
"
ゐ
濁
逸
の
財
産
税
々
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

=
ハ)

六
七
四

.

此
附
加
税
ば
既
存
財
産
の
十
萬
麻
を
超
ゆ
う
額
の
牛
な
超
え
て
に
な
ら
勘
、
叉
附
加
税
は
本
税
の
倍
以
上
に
達
し
て
11
な
ら
ぬ
。

此

の
如

く
相
続

視
は
三
方
面

よ
り
課

せ
ら

る

、
の
で
あ

る
が
、
其

税
率

は
随

分
高

い
、
百
五
十
萬
耽

以
上

の
財

.

産

を
親
等
表

第
六

級

の
人

が
相
綾
す

る

ε
き

は
七
創

の
税

ε
な

る
が

、
其
人

が
九

十
萬
既

の
財
産

家
な
ら

ば
視
牽

む

　

む

む

は
十
割
飴
に
上
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
で
は
相
続
財
産
の
渡
牧
ε
な
b
酷
に
過
ぎ
る
、
そ
こ
で
法
窟
は
相
続
税
の

む

む

む

ロ

　

　

む

　

む

　

む

む

む

　

む

む

　

　

む

り

む

む

む

む

む

む

む

む

　

む

　

む

む

む

む

ド
む

総
額
は
相
続
財
産

の
九
割
以
上

ご
な
っ
て
は
な
ら
澱
ξ
定
め
て
み
る
、
(二
+
八
條
第
二
項
)
相
続
財
産
の
九
割
を
取
れ

聯
弾
ボ
肝
バ
。野

浮
溜
塑
年
期
θ
㌍
ボ
ぐ
が
腔
野
禦
測
桿
響
げ
憎
ド
研
び
即
費
び
惣
勢
㌍
ρ
蟹
ボ
び
智
が
闇

是
に
至
て
桿
羅

轟

膵

審

騨

、
謬

答

霧

瀞

葬

穿

募

誤

駕
津
ゲ
祭

事

鯉
製

・

相
続
税
が
帝
國
緊
急
犠
牲
ε

一
緒
に
課
せ
ら
れ
る
ε
、
負
捲
は
堪

へ
得
ら
れ
諏
も
の
ピ
な
る
、
そ
こ
で
法
律
は

一
九
三
五
年
四
月

一
日
前
に
生
す

べ
き
相
綴
に
就

い
て
は
其
年
よ
b

一
九
二
五
年
迄
溯
る
に
從
て

}
年
毎
に
百
分

「
宛
を
軽
減

し

一
九
二
五
年
よ
り
更
に
真
前

の
年
に
溯

る
に
從

ひ

一
年
毎
に
百
分
二
兎
を
軽
減
す

る
こ
ε
、
定
め

て
み
る
(二
+
入
條
第
三
項
)

.

文
相
績
人
が
弱
年
な
る
ε
き
は
、
相
続
財
産
を
あ
て
に
し
て
生
活
せ
ね
ば
な
ら

鳳
か
ら
其
視
牽
を
輕
減
す

る
理

O

り

由
が
生
す
る
、
そ
こ
で
法
律
は
相
綾
人
が
被
相
続
人
の
子
で
年
齢
廿

一
歳

に
達
せ
ざ

る
場
合
に
於
て
廿

一
歳
を
逆

に
遠
か
る
に
從
ひ

一
歳
毎
に
百
分
五
を
輕
減
す
る
、
但
し
其
蹄
騙
財
産

ε
他
の
財
産
ε
の
総
計
が
五
萬
航
を
超
ゆ

る
ε
き
は
此
限
り
で
な
い
。
〔三
†
四
條
)

.

.

、
.
.

r



羅

働
耐
釜

及
其
鴛

親

⑳
兄
弟
姉
妹
の
親

等
濫

留

姑
盛

粧

侮
婿
及
嫁
、
攣

㈲
養
子
及
葦

島
.

ラ

五
級

α
兄
弟
姉
妹
の
二
親
等
卑
屈
、

②
伯
叔
父
量

的
傍
系
二
親
等
の
姻
戚

⊥ハ級

宜
八仙仙
の
相
籔
八

此
階
級

の
匠

別
は

一
九

=
二
年

の
法
律

よ
り
も
更

に
細

か
ε
な

つ
だ
。

7

ワ

　

じ

　

　

　

む

　

　

む

ドド

　

岡
相
続
財
産
の
大
小
に
依

る
階
段
は
之
を
十

一
こ
し
親
等
の
階
級
ε
組
み
冷
せ
て
異
れ
る
累
進
税
率
を
課
す
る
の

で
あ

る
、
帥

ち
左

の
如

し
、

相
縦
財
産
の
蹄
属
額
に
依
ろ
階
段

麻

初
め
の

次
ぎ
の

次
ぎ
の

次
ぎ
の

次
ぎ
の

次
ぎ

の

二〇
δ
8

冒δ
、8

0

吾

一8

0

吾

δ
∪
0

吾

δ
∪
0

6
0
、
00
0

〔
二
†
八
條
)

親
等
に
依

ろ
階
段

(百
分
比
)

t

j

1二 〇 〈 六 界 四

五 三 古 く 大 匠2

30五二 〇 八 六

4五 口 五 二 〇 八

o竃 己 ≡ε三 ≡;5

弩 蓋 置 誠 邑 ≡6

相
続

財
産

の
婦
喘
額

に
依

る
階

段

麻

衣

ぎ

の

昌
00
δ
ロ
D

次

ぎ

の

ご
δ
δ
0
0

次

ぎ

の

]査
0
δ
口
口

次

ぎ

の

吾

O
δ
O
O

そ
れ

以

上

の
額

二
、置
O
O
、
OO
O
以

上
)

親
等

に
依
ろ
階
段

(百
分
比
)

〕
1

}
一

1五 〇 ヨ ロE

習 憂 き …産 言2

盟 習 …叢 古 註3

吾 竪 習 崔…琶4

5

戸0

曇

竪

、

四
〇

吾

四
五

五
五

吾

六
〇

六
〇

苫

配
偶
者
子
女
其
卑
属
、
両
親

、
祖
父
母
、
養
子
其
鼻
厨
が
相
続
す
る
ε
き
は
五
千
鷹
に
超
過
す

る
部
分
の
み
に

'

税
し
其
他
は
五
百
脱
を
超
ゆ
る
部
分
の
み
に
課
す

る
。

　

む

む

　

　

　

む

　

む

　

　

つ

　

助
相

綾
人

の
從
來
宿

せ
し
財

産

の
額

に
依

て
右

の
視
牽

に
更

に
附
加
し

て
課

す

る
の
で
あ

る
、
帥

ち
左

の
如

し
。

(

従
来
所
有
財
産

三
〇δ
00

言
Oδ
00麻
な
る
ミ
き
・
冒
、0
8
麻
反
共
端
鍛
毎
に
砺
な
加
ふ

1

従
来
所
有
財
産

言
O
δ
00
々
超
ゆ
う
ミ
き
・
言
δ
8
麻
及
其
端
厳
毎
に
砺
た
加
ふ

1

論

叢

戦
後
に
於
げ
る
濁
逸
の
財
産
税
か
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

一
五
)

六
七
三



叉
配
偶
者
子
女
が
相
綬
す

る
場
合
に
は
其
家
具
等
の
動
産
は
相
綾
財
産
の
中
に
之
を
加
算
せ
な
い
。

又
兄
弟
姉
妹
及
共
鼻
厨
墨
姑
縫
親
婚
嫁
が
相
続
す
る
場
合
に
は
、
衣
類
世
帯
消
臭
に
し
て
費
品
で
.な
く
且

つ
其

贋
格
が

一
萬
猛
を
超
え
ざ
る
限
り
、
相
続
財
産

の
中

に
加
算
せ
な
い
、
(三
+
五
條
)
。又
配
偶
者
子
女
の
相
続
す
乃
財

産
が
五
年
を
経
過
せ
ざ
る
以
前
に
於
て
同
様
に
配
偶
者
子
女
に
依
て
相
続
せ
ら
れ
、
而
も
此
注
に
依
て
課
税
せ
ら

れ
た
る
も
の
な
る
ε
き
は
税
額
の
孚
を
減
す

る
。
若
し
叉
五
年
乃
至
十
年
以
前
に
相
続
せ
ら
れ
た
る
も
の
な

る
ε

き
は
税
額
の
四
分

一
を
減
す
⑤

(三
+
九
傑
)。
是
れ
皆
近
親
相
続
を
輕
減

せ
ん
ξ
す
る
趣
旨

に
外
な
ら
ぬ
。

.

次
に
相
続
財
産
が
公
共
團
禮
寺
院
公
益
法
人
等
に
露
屡
す
る
ε
き
は

一
割
の
比
例
税
が
課
せ
ら
れ
る
、

(三
+
五

條
)
、
帝
国
及
び
各
聯
邦
に
蹄
騙
す

る
ご
き
は
全
然
之
を
免
除
す
る
の
で
あ
る

(三
+
三
墜.

3
`
.
、

篁
、
贈

與

親

腰
輿
視
は
生
前

に
於
け
.る
腰
輿
に
謝
し
て
税
す
る
も
の
で
あ
る
。
贈
與
は
無
償
行
爲
で
あ
る
、
其
之
を
受
風
も

の
よ
ザ
見
る
ご
、
死
後
の
相
縫

蓬
異
る
所
が
な
い
、
そ
こ
で
贈
與
視
は
本
來

の
相
続
税
ε
同
様
に
之
を
律
す

る
こ

.

蓬

、
な

っ
た
の
で
あ
る
。
.ほ

　

・
.贈
奥
視
の
‡
盛

は
受
贈
者
で
あ
る
が
、
通
視
を
防
ぐ
薦

め
に
贈
異
者
も
納
税
の
責
任
を
分

つ
も
の
こ
し
て
め
る

(四
+
「
錘
。

贈
奥
幌
は
本
家
の
相
続
税
`
同
様
に
五
百
晩
を
超
ゆ
る

贈
與
額
の
部

分
の
み
に
累
進
税
を

課
す
る
の
で

あ
.る

.
論

叢

職
後
に
於
け
る
樹
逸
の
財
産
税
を
論
ず

第
十
二
巻

(粥
五
號

一
七
)

六
七
五

、



論

叢

職
後
に
於
げ
る
濁
逸
の
財
産
税
厚
論
ず

第
+
二
巻

(第
五
號

一
八
)

六
七
六

が
、
其
相
纏
税
の
第
三
級
乃
至
第
五
級
の
親
族

に
其
身
邊
の
使
用
に
供
す

べ
き
動
産
を
贈
與
し
た
る
場
合
は
其
債

椿
五
千
廓
を
超
え
ざ
る
限
り
税
を
発
す

る
、
又
受
贈
者
の
生
活
費
激
育
費
を
僻
す
る
矯
め
に
す

る
贈
與
、
使
用
人

に

封
ず

る
恩
給
其
他
之
に
類
似
の
贈
與
、
宗
教
慈
善
公
益

の
爲
め
に
す
る
寄
附
.に
も
亦
税
を
死
す
る
の
で
め
る
(囲
+

二

條
)

X

X

X

×

X
.

×

相
続
税
は
素

ε
各
聯
邦
の
租
税
で
あ

っ
た
の
が
段

舟
帝
国
に
移
り
終
に
戦
後
に
至
て
專
ら
帝
国
に
腸
す
る
税
`

し
セ
宅

+
條
)
、
そ
れ
で
帝
国
の
牧
人
を
非
常
に
増
す

こ
ε

、
な

つ
π
が
、
者
聯
邦
の
財
政
は
爾
め
に
大
打
撃
を
受

け
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
こ
で
相
艘
税
牧
人
の
二
割
を
割
い
て
各
聯
邦
に
與

へ
る
こ
ε
Σ
し
た
の
で
あ
る
、
(六
+
九
條
)

・
借
戦
前

の
注
律
に
依
る
ε
、
相
続
に
依
て
蹄
厨

し
π
財
産
も
所
有
視
(
bご
。
聾
N。・器
器
こ
の
中
に
総
括
的
に
視
せ
ら

れ
た
が
、
今
や
相
続
枕
で
十
分
に
之
を
税
す

る
こ
ご
Y
な

つ
π
か
ら
,
二
重
に
税
す

る
要
な
し
ε
し
て
、
所
有
税

の
中
に
は
之
を
除
く
こ
ご
、
な

っ
た
。

第
三
、
財
産
税
と
其
捕
脱
豫
防

戦
時
戦
後
に
於
け
る
凋
逸

の
財
産
視
は
種
か
の
名
に
依
て
二
重
三
重
に
課

せ
ら
れ
、
真
祝
率
も
仲

力
重

い
も
の

で
あ
っ
た
、
其
初
に
當
り
て
は
戦
塒
非
常
視
中

に
於
け
る
財
産
差
増
税
や
特
殊
財
産
視
`
な
り
、
次
に
は

一
般
財

'



座
視
ε
な
り
.
更

に
鯨
じ
て
戦
時
財
産
差
増
税
ε
な

っ
た
、
戦
後
に
於
け
る
財
産
視

ε
し
て
は
帝
國
緊
急
犠
牲
が

起
さ
れ
相
綬
視
が
根
本
的
に
改
正
せ
ら
れ
詑
、
戦
時
財
産
.挽
こ
し
て
は
何
人
も
戦
争
に
依
て
十
七
萬
二
千
願
以
上

の
財
産
増
加
を
得

べ
き
も
の
で
な
い
ε
い
ふ
鐵
案

が
下
さ
れ
、
其
以
下
の
財
産
増
加
を
得
だ
る
者
に
も
苛
酷
な
る

累
進
税
率
が
適
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
戦
後
に
於
け

る
財
産
.視
ε
し
て
は
帝
國
緊
急
犠
牲
法
に
依
て
最
高
六
割

以
上
の
財
産
を
徴
牧
し
相
続
税
注
に
依
て
最
高
九
割
の
財
産
を
奪
ひ
去
る
の
で
あ
る
、
此

の
如
く
に
し
て
戦
時
戦

後
の
財
産
税
は
猫
逸
に
於
け
ε
大
財
産
家
を
退
治
す
る
こ
ご
に
な

っ
た
、
富
の
分
配
の
不
孕
等
を
矯
正
す

る
に
於

て
非
常
な
る
効
果
が
あ
る
も
の
注
謂
は
ね
ば
な
ら
澱
。
併
し
乍
ら
此
の
如
く
大
財
産
家
が
征
伐
せ
ら
る

、
に
及
ん

で
は
、
.大
財
産
家
た
る
も
の
は
安
閑

ε
し
て
み
る
課
に
行

か
澱
、
そ
こ
で
財
産
を
凾
外
に
逡

っ
て
租
税
の
逋
脱
を

「

企

つ
る
は
自
然
の
勢
で
あ
る
、
併
し
財
産
家
を
し
て
租
税
の
逋
脱
を
企
て
し
め
て
は
、
税
法
は
其
目
的
を
達
す
る

こ
ピ
が
出
來

戯
。
是
に
於
て
之
を
防
ぐ
策
が
講
ぜ
ら
る

、
に
至

っ
た
、
吐
く
し
て
脱
税
豫
防
法
や
資
本
逃
亡
防
止

法
が
出
家
π
の
で
あ
る
。
今
其
概
要
を
述

べ
て
見
や
う
。
.

一
、
脱

税

豫

防

法

脱
税
豫
防
法

(
U
島

Ω
2
。
富
σq
茜
。ロ
旺
。
し。
梓。
器
5
⊆
。年
)
口は

一
九

一
八
年
七
月
二
十
六
日
の
法
律
に
依
て
出
来
た

も
の
で
め
る
、
其
法
に
依

る
ご
、
納
税
義
務
者
に
し
て
内
地
の
住
居
所
を
磨
せ

ん
.ε
す
る
者
は
其
納
税
義
務
を
果
す

の
搭
.保
ε
し
て
財
産
の
二
割
を
提
供

せ
ね
ば
な
ら

鳳
こ
蓬
蓬
な
っ
た
。
然
る
に

一
九

一
九
年
の
諸
税
法
は
財
産
に

論

叢

戦
後
に
於
け
ろ
猫
逸
の
財
産
税
た
論
ず

第
丁
二
巻

(第
五
號

一九
)

六
七
七

、

σ

●



●

論

叢

戦
後
に
於
げ
る
濁
逸
の
財
産
税
な
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

二
〇
)

六
七
入

非
常

の
重
視

を
課

す

る
こ
ε

、
な

つ
だ

か
ら

、
此

の
如

き
少
額

の
擢

保

に
て
は
足
ら

ぬ
。
そ

こ
で

一
九

晒
九
年
六

カ

め

も

し

セ

コ

へ

も

も

も

み

も

し

も

も

ミ

コ

も

ヤ

も

や

も

や

月
二
+
四
日
の
法
律
は
納
税
者
の
供
す

べ
き
婚
保
を
財
産
の
年
額
に
上
ぼ
す

こ
ご
、
し
た
の
で
あ
る
二
條
)。

・看
は
佳
居
所
を
外
國
に
移
さ
ん
ご
す
る
者
に
謝
す

る
脱
税
豫
防
で
あ
る
が
、
外
國
に
住
居
所

を
轄
せ
な

い
者
で

も
、
其
財
産
を
外
國
に
移
さ
ん
ε
す
る
場
合
に
は
脱
税
の
豫
防
を
せ
ね
ば
な
ら
阻
、
そ
こ
で

一
九

一
九
年
の
政
正

法
は
納
税
義
務
者

の
財
産
が
内
地
税
を
渣
脱
す
る
の
虞
あ
b
ご
推
定
せ
ら
る

べ
き
事
實

の
贋
生
す
る
ε
き
は
納
税

義
務
者
は
税
務
署

の
請
求
に
依
り
澹
保
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
の
ご
定
め
た
(二
條
)。
此
改
正
は
ラ
イ
ン
地
方
を
占
領

せ
る
聯
合
軍

の
行
動
に
依
て
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
即
ち
聯
合
軍
は
凋
逸
の
銀
行
欝
其
他
の
財
産
を
外
囲
に
密
輸

入
す

る
こ
ε
を
助
け
る
跡
が
見
え
た
か
ら
で
み
る
、
此
の
如
き
疑

の
あ
る
場
合
に
於
て
臓
、
凋
逸

の
税
務
署
は
直

に
捲
保
提
供

の
命
令
を
獲
す

る
、
納
税
義
務
者
は
税
務
署

の
請
求
に
從
て
財
産
を
も
由
置
目
せ
ね
ば
な
ら
海
。
.

脱
税
の
爲
に
財
産
が
獅
國
に
流
れ
出
つ
る
こ
ε
を
取
締
ら
ん
ご
せ
ば
、
各
人
が
幾
何
の
財
産
を
有
す
る
か
を
明

に
せ
ね
ば
龍
ら
澱
。
そ
こ
で
法
律
は
叉
、
銀
行
若
く
は
其
支
店

を
し
て

一
九

】
四
年
八
月

一
日
以
來
に
於
て
有
償

物
の
寄
託
や
預
金
を
し
た
人
、
當
座
勘
定
を
結

ん
だ
人
の
姓
名
住
居
所
を
届
出
で
し
め
、
更

に
税
額
の
決
定
井

に

租
税
の
監
督

に
必
要
な
る
事
項
に
就
て
税
務
署
の
問
に
謝
し
眞
相
を
答

ふ
る
の
義
務
を
負
は
し
め
、
(四
條
)此
義
務

に
違
反
し
た
る
者

に

一
萬
鷹
の
罰
金
を
課
す

(五
條
)
る
こ
.ぜ

」
し
た
の
で
あ
る
。
終

に
改
正
法
は
内
地
人
の
外
國
に

む

む

於
て
有
す

る
動
産
を
確
知
す

る
爲
め
に
相
互
共
助
の
精
神
に
依
り
、
外
囲
ε
係
約
を
締
結
す
る
の
椹
を
帝
団
歌
府

、

、



に
與

へ
て
る
る
(六
條
)、
近
時
濁
逸
の
財
産
は
和
蘭
及
瑞
西

に
流
れ
入
り

つ
Σ
め
る
が
、
此
等
の
國
は
寧

ろ
凋
逸
財

産
の
流
入
を
歓
迎
し
て
み
る
か
ら
此
の
如
き
條
約
が
成
立
す
る
か
否
か
は
大
な
る
疑
問

ε
い
は
ね
ば
な
ら
漁
。

二
、
資
本
逃
亡
防
止
法

資
本
逃
亡
防
止
法

e

霧

○
醗
卑
N
⑳
①
『
比
良
①
囚
餌
℃
冨
5
目
窯
)
は
資
本
の
外
國
に
逃
亡
す
る
を
豫
防
す

る
も
の

で
あ
る
。

一
九

一
九
年
九
月
八
日
の
法
律
で
出
来
た
。

廣

く
資
本
逃
亡
防
止
の
目
的
を
有
す

る
法
有
に
は
、
之
を
前

に
し
て
は
、
脱
税
防
止
法

(
一
九

】
八
年
七
月
二

十
大
日
法
)
や
外
國
手
形
條
例
(
一
九

一
七
年
二
月
入
日
勅
令

)
が
あ
り
、
之
を
後
に
し
て
は
、
資
本
逃
亡
防
止
令

(
[
九

一
八
年
十

一
月
二
十

一
日
余
)
や
所
謂
資
本
逃
亡
防
止
法
〔
一
九

一
九
年
九
月
八
日
の
法
律
)
が
あ
る
。

　

　

　

　

り

　

え

外
國
手
形
條
例
に
依
れ
ば
、
外
國
ご
有
債
證
券
の
萱
買
は
帝
国
銀
行

の
許
可
を
條
件
ε
し
、
内
地
の
支
拙
具
は

帝
財
銀
行
の
承
認
を
纏
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
外
國
に
輸
送
す
る
こ
ε
が
出
家
鳳
、
只
旅
行
者
は
少
額
の
支
梯
具

を
携
帯
し
得

る
の
み
で
あ
る
。

　

　

の

　

の

　

　

.

革
金

の
後
に
至
て
資
本
の
外
國
に
出

つ
る
も
の
頓
に
多
き
を
加
ふ
る
に
及
で
、
資
本
逃
亡
防
止
倉
出

で
、
私
人

が
銀
行
の
伸
介
な
く
し
て
有
償
證
券
を
外
國

に
逡
る
こ
ε
を
禁
じ
だ
。

季
和
僚
約
が
締
結
せ
ら
れ
封
鎖
が
解
く
る
に
及
で
、
外
国
手
形
條
例
は
塵
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

つ
π
。
そ
し
て

●

●

●

・

●

.

.

●

b

、

、

、

、

、

、

、

▼

、

、

、

、

、

、

、

、

之

に
代

え
て
所
謂
資
本
逃

亡
防

止
法
が
出
来

だ
。
此

浩
は
主

こ
し

て
支

撹
具

の
外

國
流
出
を
防
止

せ
ん

こ
す

る
も

論
.
叢

戦
後
に
於
け
ろ
樹
蓮
の
財
産
税
な
論
ず

第
+
二
巻

(第
五
號

一
=
)

六
七
九



論

叢

職
後

に
於
け

る
濁
逸

の
財
産
税
な
論
ず

第
十
二
巻

(第
五
號

二
二
)

六
八
○

カ

し

し

ロ

の
で
あ
る
。
即
ち
此
法
に
依
る
巴
第

一
に
貨
幣
紙
幣
銀
行
券
指
圖
證
券
小
切
手
手
形
等
は
銀
行
の
仲
介
な
く
し
て
.

外
國
に
逡

る
こ
ご
が
曲
球
鳳
。
(
一
條
)
、
第
二
に
是
等
の
支
彿
具
を
外
囲
に
迭
ら
ん
ε
す

る
音
叉
は
外
國
人
に
し
て

是
等
の
支
彿
具
を
預
托

せ
ん
ε
す
る
者
絃
、
之
を
銀
行
に
委
任
す
る
ご
同
特
に
大
賊
大
臣
の
定
む
る
雛
形
に
從
ひ

取
引

の
目
的
、
支
拙
具
、
貨
幣
、
金
額
、
受
取
入
の
氏
名
住
所
、
送
金
の
目
的
等
を
通
告
し
、
而
も
そ
の
通
告
の

間
違
で
な
い
こ
ピ
を
聲
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
銀
行
は

一
週
間
内

に
之
を
税
務
署
に
送
る
べ
き
で
あ
る
(二
條
)
。
第

一

の
條
項
に
違
反
す

る
も
の
は
百
脱
乃
至
十
萬
晩
の
罰
金
を
課

せ
ら
れ
、
三
年
内
の
禁
錮

に
塵
せ
ら
れ
、
公
椹
を
剥

奪
せ
ら
る
払
の
で
あ
り
、
第
二
の
條
項
に
違
反
す
る
も
の
は
.一
萬
耽
以
下
の
罰
金
を
課

せ
ら
る
玉
こ
ご
Σ
な

っ
て

み
る
(四
條
)。

此

法
律
.は
資
本

の
外
國

に
流
出
す

る

こ
ご
を
防

止
す

る
の
目

的
で
出
来

て
居

る
け

れ
こ
も

又
他
方

に
は
外
國

`

の
取
引

を
紡

ぐ

こ
蓬
"
も
な
る
、
長
く
行

は
る

＼

べ
き

も

の
で
な

い
、
そ
こ
で
法
律

は
其
有
効
期
間

を

一
九

二
〇

年
子
-月

一
口μ
迄

ε
定

め
だ
(入
條
σ
。
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